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ふぁびゅらすスペシャル 年号並び替え＜2024 年 3 月 27 日＞ 

Ⓒ2024sakurakosensei 転載・転売・流用禁止 

 

＜解説編＞ 

問1 正答 ２ 

Ａ 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の制定は、1950（昭和 25）年。 

Ｂ 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の制定は、2013（平成 25）年。 

Ｃ 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」の制定は、1964（昭和 39）年。 

Ｄ 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の制定は、2011（平成 23）

年。 

したがって、 A→C→D→B の順となる。 

 

 

問 2 正答 ３ 

Ａ ジェーン・アダムスがハル・ハウスを設立し、社会改良運動の中心的な役割を果たしたのは、

1889 年。 

Ｂ イギリスで慈善組織協会が設立され、慈善組織協会運動（COS 運動）が開始されたのは、1869

年。 

Ｃ ベヴァリッジ報告がイギリス政府に提出されたのは、1942 年。 

これらを古い順に並べると、B→A→C となる。 

 

 

問 3 正答 １ 

Ａ 「児童扶養手当法」の制定は、1961（昭和 36）年。 

Ｂ 「子ども・若者育成支援推進法」の制定は、2009（平成 21）年。 

Ｃ 「母子保健法」の制定は、1965（昭和 40）年。 

Ｄ 「児童手当法」の制定は、1971（昭和 46）年。 

Ｅ 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の制定は、2013（平成 25）年。 

したがって、制定順に、A→C→D→B→E となる。 

 

 

問 4 正答 ２ 

Ａ 国連総会における「児童権利宣言」の採択は、1959（昭和 34）年。 

Ｂ 国連総会における「世界人権宣言」の採択は、1948（昭和 23）年。 

Ｃ 「児童憲章」の制定は、1951（昭和 26）年。 

Ｄ 日本における「児童の権利に関する条約」の批准は、1994（平成６）年。 
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Ｅ 日本における「国際人権規約」の批准は、1979（昭和 54）年。 

したがって、B→C→A→E→D の順となる。 

 

 

問 5 正答 ２ 

Ａ 「ゴールドプラン」の策定は、1989（平成元）年。 

Ｂ 介護保険制度の施行は、2000（平成 12）年。 

Ｃ 「オレンジプラン」の策定は、2012（平成 24）年。 

Ｄ 「高齢社会対策基本法」の制定は、1995（平成７）年。 

したがって、A→D→B→C の順となる。 

 

 

問 6 正答 ３ 

Ａ 「新子育て安心プラン」の策定は、2020（令和２）年。 

Ｂ 「少子化社会対策基本法」の施行は、2003（平成 15）年。 

Ｃ 「ニッポン一億総活躍プラン」の閣議決定は、2016（平成 28）年。 

Ｄ 「待機児童解消加速化プラン」の実施は、2013（平成 25）年。 

Ｅ 「子ども・子育て応援プラン」の策定は、2004（平成 16）年。 

したがって、B→E→D→C→A の順となる。 

 

 

問 7 正答 ５ 

Ａ 「生活困窮者自立支援法」の制定は、2013（平成 25）年。 

Ｂ 「高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律」の制定は、2006（平成 18）年。 

Ｃ 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」の制定は、2005（平成 17）

年。 

Ｄ 「社会福祉事業法」の制定は、1951（昭和 26）年。 

Ｅ 「民生委員法」の制定は、1948（昭和 23）年。 

したがって、Ｅ→Ｄ→Ｃ→Ｂ→Ａの順となる。 

 


